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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検出体が近接する近接領域を有するセンサ本体部と、そのセンサ本体部に設けられた
発光素子及び受光素子を有する光検出ユニットと、前記受光素子の検出信号に基づいて被
検出体の前記近接領域への近接を検出する検出信号処理部と、を有する近接センサ装置で
あって、前記光検出ユニットは、前記センサ本体部の近接領域の周囲に互いに間隔をあけ
て複数設けられており、前記検出信号処理部は、それぞれの前記受光素子の検出信号とそ
れを所定時間遅延させて成る遅延信号との差分を判定用の検出信号とし、それぞれの前記
判定用の検出信号の和をとって和信号とするとともに、前記和信号と複数の前記受光素子
のうちの一つに設定された所定の閾値とを比較することによって前記被検出体の近接また
は非近接を判定する近接センサ装置。
【請求項２】
　複数の前記光検出ユニットは、前記近接領域の周囲に互いに対向するように位置する２
つのものを含んでいる請求項１に記載の近接センサ装置。
【請求項３】
　複数の前記光検出ユニットは、それぞれの発光素子の発光期間が互いに重なっていない
請求項１または請求項２に記載の近接センサ装置。
【請求項４】
　前記光検出ユニットは、赤外線検出ユニットである請求項１乃至請求項３のいずれかに
記載の近接センサ装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、赤外線等の光によって人の指、手等の被検出体の近接を検出する近接センサ
装置、特には人の指、手等が近接したときに画面表示を起動させる、表示面にアイコン、
タッチボタン等の隠れた表示部を表示させる、あるいは静止画表示を動画表示に切り替え
るといった表示駆動をする表示装置等に適用される近接センサ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば自動車のナビゲーションシステム、タブレット端末、スマートフォン等に
用いられる液晶表示装置（Liquid　Crystal　Display：ＬＣＤ）においては、ＬＣＤに備
えられたタッチパネル等を操作するために人の指が表示画面に近接したときに、画面表示
を起動させる、表示面にアイコン、タッチボタン等の隠れた表示部を表示させる、あるい
は静止画表示を動画表示に切り替えるといった表示駆動をするために、近接センサ装置を
設ける場合がある。この近接センサ装置としては、静電容量型近接センサ装置、インダク
タンス型近接センサ装置、赤外線近接センサ装置等がある。
【０００３】
　赤外線近接センサ装置を備えたＬＣＤの１例を図４（ａ），（ｂ）に示す。なお、図４
（ａ），（ｂ）に示すＬＣＤは、本願出願人が先に提案した構成のものである（特願2014
-57418）。
図４（ａ）はＬＣＤの正面図、（ｂ）はＬＣＤの断面図である。このＬＣＤは、表示面22
aに近接する人の指等の被検出体２９を検出する赤外線検出ユニット２６が左右両端に設
けられた液晶表示パネル２２と、表示面22a及び赤外線検出ユニット２６を覆うガラス板
、プラスチック板等から成る透明部材２１と、液晶表示パネル２２を嵌め込むための開口
を有するプラスチック等から成る枠体２３と、液晶表示パネル２２の反表示面22bの側に
設けられたプラスチック等から成る保護部材２５と、を有している。そして、赤外線検出
ユニット２６は、赤外線受光素子26bとそれよりも数が多い赤外線発光素子26aを備えてい
るとともに、赤外線発光素子26aが表示面22aの中心部の法線ｈ方向に向くように傾けて設
置されている。この構成により、周囲の電子部品、回路配線等にＥＭＩ（Electromagneti
c　Interference）を生じさせたり、逆に周囲の電子部品、回路配線等からＥＭＩを受け
ることがなく、また液晶表示パネル２２の表示面22aの中央部等に近接した、赤外線検出
ユニット２６設置位置から横方向に離れた人の手等の被検出体２９を、良好に検出するこ
とができる。
【０００４】
　赤外線検出ユニット２６は、透明部材２１によって覆われているが、透明部材２１の赤
外線検出ユニット２６を覆っている部位は、例えば赤外線を通すが可視光は通さない黒色
等の色合いの遮光層、遮光部材が設けられており、また透明部材１の表示面22aに対応す
る部位は、可視光を通すために透明である。また赤外線検出ユニット２６は、例えば、液
晶表示パネル２２の反表示面22bの端部に取り付けられた張り出し部材２８に、接着剤に
よる接着、ネジ止め等の手段により設置されている。張り出し部材２８は、液晶表示パネ
ル２２の反表示面22bに透明接着剤、高透明性接着剤転写テープ（Optically　Clear　Adh
esive　Tape：ＯＣＡ）等の両面接着テープなどによって取り付けられる。また、張り出
し部材２８は、例えば、液晶表示パネル２２の反表示面22bから張り出している部位が表
示面22aの中心部に向かって傾斜しており、その部位に赤外線検出ユニット２６が設置さ
れている。また図４（ｂ）に示すように、視認者側から、透明部材２１、液晶表示パネル
２２、液晶表示パネル２２を嵌め込むための開口を有する枠体２３、バックライト２４、
バックライト２４固定用のアルミニウム等から成る金属枠体２４ａと、保護部材２５が配
置されている。金属枠体２４ａはフレーム２３に嵌めこみ、ネジ止め等の手段で固定され
、保護部材２５は枠体２３にネジ止め等の手段で固定される。なお、２７はバックライト
２４の液晶表示パネル２２と反対側の主面に設けられたアルミニウム（Ａｌ）等から成る



(3) JP 6571365 B2 2019.9.4

10

20

30

40

50

接地用等の導体板である。
【０００５】
　赤外線発光素子26aの赤外線の放射方向は、放射軸（放射中心軸）Ａｃと表示面22a及び
透明部材２１の外側主面との成す角度θが４５°を含む所定の角度範囲とされており、表
示面22aの中央部からある程度（約１０ｃｍ）離れたところにある、赤外線検出ユニット
２６設置位置から横方向に離れた人の手等の被検出体２９を効果的に検出できるように構
成されている。
【０００６】
　また、赤外線を用いた従来の検出装置の１例として、赤外線の送信部から時間をずらし
て複数の送信信号を送信する送信制御手段と、第１送信信号に対する第１反射信号と、そ
れと送信タイミングが異なる第２送信信号に対する第２反射信号と、に基づいて、検出対
象の距離を検出する検出手段と、検出に用いる閾値を変更する閾値変更手段と、を備えた
検出装置が提案されている（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－７１６２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、図４に示した従来の赤外線近接センサ装置は、以下のような問題点があ
った。即ち、図５（ａ）に示すように、液晶表示パネル２２の表示面22aに近づいた人の
指、手等の被検出体２９が、一方の赤外線検出ユニット31aの側にある場合、赤外線受光
素子33aによって検出された検出信号ＳＬ39aは閾値38aよりも十分に大きな信号レベルと
なる。これに対し、他方の赤外線検出ユニット31bの赤外線受光素子33bによって検出され
た検出信号ＳＲ39bは閾値38bよりも小さな信号レベルとなる。これにより、被検出体２９
が赤外線検出ユニット31aの側にあることを特定できる。また、図５（ｂ）に示すように
、液晶表示パネル２２の表示面22aに近づいた被検出体２９が、他方の赤外線検出ユニッ
ト31bの側にある場合も、同様にして被検出体２９が赤外線検出ユニット31bの側にあるこ
とを特定できる。しかし、被検出体２９が液晶表示パネル２２の表示面22aの中央部に近
づいた場合、検出信号ＳＬ39a及び検出信号ＳＲ39bの両方が閾値38a、閾値38bよりも小さ
な信号レベルとなる場合があった。即ち、赤外線発光素子32a,32bから放射された赤外線
のうち数％程度が赤外線受光素子33a,33bによって検出されるために、赤外線検出ユニッ
ト31a,31bの両方から最も離れた部位である表示面22aの中央部に被検出体２９が近接して
も、それを検出できない場合がある。
【０００９】
　また、特許文献１に開示された検出装置は、検出対象の距離に応じて検出に用いる閾値
を変更するために、検出対象の距離を検出する検出手段及び検出に用いる閾値を変更する
閾値変更手段を設ける必要があり、装置構成が複雑になるとともに検出に時間がかかりや
すいという問題点があった。
【００１０】
　従って、本発明は上記従来の問題点に鑑みて完成されたものであり、その目的は、人の
指、手等の被検出体が近接領域のどこに近づいても容易に検出することができる近接セン
サ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の近接センサ装置は、被検出体が近接する近接領域を有するセンサ本体部と、そ
のセンサ本体部に設けられた発光素子及び受光素子を有する光検出ユニットと、前記受光
素子の検出信号に基づいて被検出体の近接領域への近接を検出する検出信号処理部と、を
有する近接センサ装置であって、前記光検出ユニットは、前記センサ本体部の近接領域の
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周囲に互いに間隔をあけて複数設けられており、前記検出信号処理部は、それぞれの前記
受光素子の検出信号とそれを所定時間遅延させて成る遅延信号との差分を判定用の検出信
号とし、それぞれの前記判定用の検出信号の和をとって和信号とするとともに、前記和信
号と複数の前記受光素子のうちの一つに設定された所定の閾値とを比較することによって
前記被検出体の近接または非近接を判定する構成である。
【００１２】
　本発明の近接センサ装置は、好ましくは、複数の前記光検出ユニットは、前記近接領域
の周囲に互いに対向するように位置する２つのものを含んでいる。
【００１３】
　また本発明の近接センサ装置は、好ましくは、複数の前記光検出ユニットは、それぞれ
の発光素子の発光期間が互いに重なっていない。
【００１４】
　また本発明の近接センサ装置は、好ましくは、前記光検出ユニットは、赤外線検出ユニ
ットである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の近接センサ装置は、被検出体が近接する近接領域を有するセンサ本体部と、そ
のセンサ本体部に設けられた発光素子及び受光素子を有する光検出ユニットと、受光素子
の検出信号に基づいて被検出体の近接領域への近接を検出する検出信号処理部と、を有す
る近接センサ装置であって、光検出ユニットは、センサ本体部の近接領域の周囲に互いに
間隔をあけて複数設けられており、検出信号処理部は、それぞれの受光素子の検出信号と
それを所定時間遅延させて成る遅延信号との差分を判定用の検出信号とし、それぞれの判
定用の検出信号の和をとって和信号とするとともに、和信号と複数の受光素子のうちの一
つに設定された所定の閾値とを比較することによって被検出体の近接または非近接を判定
することから、被検出体が近接領域のどこに近接したとしても、それぞれの受光素子の検
出信号の和信号は一つの受光素子の閾値よりも大きくなるので、被検出体の近接領域への
近接を検出することができる。
【００１６】
　本発明の近接センサ装置は、好ましくは、複数の光検出ユニットは、近接領域の周囲に
互いに対向するように位置する２つのものを含んでいることから、被検出体が近接領域の
どこに近接したとしても、被検出体の近接領域への近接をより容易に検出することができ
る。
【００１７】
　また本発明の近接センサ装置は、好ましくは、複数の光検出ユニットは、それぞれの発
光素子の発光期間が互いに重なっていないことから、ある光検出ユニットの受光素子に他
の光検出ユニットの発光素子の光が入り込むことを防ぐことができる。これにより、誤検
出が発生することを防いで検出の精度を高めることができる。
【００１８】
　また本発明の近接センサ装置は、好ましくは、光検出ユニットは、赤外線検出ユニット
であることから、赤外線を反射しやすい人の指、手等を検出するのに好適な近接センサ装
置となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１（ａ）～（ｃ）は、本発明の近接センサ装置について実施の形態の１例を示
すものであり、（ａ）はセンサ本体部の近接領域の一端側に被検出体が近接した場合の検
出信号を説明するセンサ本体部及び光検出ユニットの断面図、（ｂ）はセンサ本体部の近
接領域の他端側に被検出体が近接した場合の検出信号を説明するセンサ本体部及び光検出
ユニットの断面図、（ｃ）はセンサ本体部の近接領域の中央部に被検出体が近接した場合
の検出信号を説明するセンサ本体部及び光検出ユニットの断面図である。
【図２】図２は（ａ），（ｂ）は、本発明の近接センサ装置について実施の形態の他例を
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示すものであり、（ａ）は近接センサ装置における光検出ユニット及びその周辺回路部の
ブロック図、（ｂ）は２つの光検出ユニットについて発光素子の発光タイミング及び受光
素子の受光タイミングを示すタイミングチャートである。
【図３】図３は、本発明の近接センサ装置について実施の形態の他例を示すものであり、
検出信号と基準信号との差分をとることを示すグラフである。
【図４】図４（ａ），（ｂ）は、従来の赤外線近接センサ装置を備えた液晶表示装置を示
すものであり、（ａ）は液晶表示装置の正面図、（ｂ）は液晶表示装置の断面図である。
【図５】図５（ａ）～（ｃ）は、従来の近接センサ装置を示すものであり、（ａ）はセン
サ本体部の近接領域の一端側に被検出体が近接した場合の検出信号を説明するセンサ本体
部及び光検出ユニットの断面図、（ｂ）はセンサ本体部の近接領域の他端側に被検出体が
近接した場合の検出信号を説明するセンサ本体部及び光検出ユニットの断面図、（ｃ）は
センサ本体部の近接領域の中央部に被検出体が近接した場合の検出信号を説明するセンサ
本体部及び光検出ユニットの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の近接センサ装置の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
但し、以下で参照する各図は、本発明の近接センサ装置の主要な構成部材等を示している
。従って、本発明の近接センサ装置は、図に示されていない回路基板、配線導体、制御Ｉ
Ｃ，ＬＳＩ等の周知の構成部材を備えていてもよい。
【００２１】
　図１～図３は、本発明の近接センサ装置について実施の形態の各種例を示すものであり
、これらの図に示すように、本発明の近接センサ装置は、被検出体４が近接する近接領域
７ａを有するセンサ本体部７と、そのセンサ本体部７に設けられた発光素子２ａ，２ｂ及
び受光素子３ａ，３ｂを有する光検出ユニット１ａ，１ｂと、受光素子３ａ，３ｂの検出
信号に基づいて被検出体４の近接領域７ａへの近接を検出する検出信号処理部５と、を有
する近接センサ装置であって、光検出ユニット１ａ，１ｂは、センサ本体部７の近接領域
７ａの周囲に互いに間隔をあけて複数設けられており、検出信号処理部５は、それぞれの
受光素子３ａ，３ｂの検出信号９ａ（ＳＬ），９ｂ（ＳＲ）の和信号９ｃ（ＳＬ＋ＳＲ）
をとるとともに和信号９ｃ（ＳＬ＋ＳＲ）と複数の受光素子３ａ，３ｂのうちの一つに設
定された所定の閾値８ａ（８ｂ）とを比較することによって被検出体４の近接または非近
接を判定する構成である。この構成により、被検出体４が近接領域７ａのどこに近接した
としても、それぞれの受光素子３ａ，３ｂの検出信号９ａ（ＳＬ），９ｂ（ＳＲ）の和信
号９ｃ（ＳＬ＋ＳＲ）は一つの受光素子３ａ（３ｂ）の閾値８ａ（８ｂ）よりも大きくな
るので、被検出体４の近接領域７ａへの近接を検出することができる。
【００２２】
　本発明の近接センサ装置において、検出に用いられる光は受光素子３ａ，３ｂによって
検出可能な光であればよく、例えば、可視光であれば波長が約４００ｎｍ～約７５０ｎｍ
の光であり、赤外線であれば波長が約７５０ｎｍ～約１４００ｎｍの近赤外線等である。
また、検出に用いられる光は、紫外線、可視光、赤外線等の種々の波長、周波数の光を含
んでいてもよく、その中で赤外線を受光素子３ａ，３ｂによって検出する近接センサ装置
、あるいは可視光を受光素子３ａ，３ｂによって検出する近接センサ装置等として、種々
の検出形態を採り得る。特には、光検出ユニット１ａ，１ｂは、赤外線検出ユニットであ
ることが好ましい。この場合、赤外線を反射しやすい人の指、手等を検出するのに好適な
近接センサ装置となる。
【００２３】
　また本発明の近接センサ装置において、図２（ａ）に示すように、発光素子２の発光期
間、発光強度等の制御、及び受光素子の受光期間、受光感度等の制御は、検出制御部６に
よって行う。また、受光素子３の検出信号に基づいて被検出体４の近接領域７ａへの近接
の検出は、検出信号処理部５によって行う。
【００２４】



(6) JP 6571365 B2 2019.9.4

10

20

30

40

50

　発光素子２は赤外線発光ダイオード（ＩＲ－ＬＥＤ）等から成り、受光素子３はフォト
ダイオード（ＰＤ）等から成る。図２（ｂ）に示すように、発光素子２は、発光時（ＯＮ
時）の駆動電流は例えば２００ｍＡ、非発光時（ＯＦＦ時）の駆動電流は例えば０ｍＡで
ある。発光素子２ａ，２ｂの発光期間、非発光期間は、それぞれ８ｍｓｅｃ（ミリ秒）程
度に設定される。受光素子３ａ，３ｂの受光期間も、発光素子２ａ，２ｂの発光期間、非
発光期間に同期して８ｍｓｅｃ程度に設定される。そして、複数の光検出ユニット（図２
（ｂ）の場合は２つの光検出ユニット）は、それぞれの発光素子２ａ，２ｂの発光期間が
互いに重なっていないことが好ましい。この場合、ある光検出ユニットの受光素子３ａ（
３ｂ）に他の光検出ユニットの発光素子２ｂ（２ａ）の光が入り込むことを防ぐことがで
きる。これにより、誤検出が発生することを防いで検出の精度を高めることができる。
【００２５】
　また本発明の近接センサ装置は、複数の光検出ユニットは、近接領域７ａの周囲に互い
に対向するように位置する２つの光検出ユニット１ａ，１ｂを含んでいることが好ましい
。この場合、被検出体４が近接領域７ａのどこに近接したとしても、被検出体４の近接領
域７ａへの近接をより容易に検出することができる。即ち、ＬＣＤの表示面のような矩形
状の面から成る近接領域７ａであれば、近接領域７ａの中心点、中心線に対して点対称、
線対称の位置関係になるように配置された２つの光検出ユニット１ａ，１ｂがある場合、
近接領域７ａの全領域を検出可能とすることが容易になるからである。勿論、２つの光検
出ユニット１ａ，１ｂに加えて他の光検出ユニットがあってもよく、その場合３角測量と
同じ原理によって近接領域７ａにおいて被検出体４の座標検出を行うこともできる。また
、上記の構成により、被検出体４の誤検出を防ぐことができ、また被検出体４の検出感度
が向上するとともに被検出体４の位置を精度良く特定することが可能となる。例えば、光
検出ユニット１ａ，１ｂがＬＣＤ等の表示装置の表示面の周囲であってその左右両端にそ
れぞれあり、それらが表示面の縦中心線について対称的な位置にあることがよい。この場
合、被検出体４の表示面の横方向における位置を特定するのに有利である。また、光検出
ユニット１が表示面の周囲であってその左右両端にそれぞれあり、さらに上下両端の少な
くとも一方にあるとよい。この場合、被検出体４の表示面の面内における位置を特定する
のに有利である。
【００２６】
　光検出ユニット１ａ，１ｂは、発光素子２ａ，２ｂの放射中心軸及び受光素子３ａ，３
ｂの受光中心軸が、近接領域７ａの中心部の方向に向くように傾けて設置されていること
が好ましい。この場合、近接領域７ａの中心部に近接した被検出体４を感度良く検出する
ことができる。発光素子２ａ，２ｂの放射中心軸及び受光素子３ａ，３ｂの受光中心軸の
、平面から成る近接領域７ａの面に対する傾斜角度は、４０度程度を中心とし、１０度程
度～８０度程度であることがよい。より好ましくは、３０度程度～６０度程度がよい。
【００２７】
　本発明の近接センサ装置の検出可能領域空間は、図４に示すＬＣＤの場合であれば、透
明部材２１の外側表面からそれに垂直な方向において約１０ｃｍ～約１５ｃｍ離れた位置
までの空間に相当する。従って、所定の閾値は２０ｌｘ（ルクス）程度の照度の光を１つ
の受光素子３ａ（３ｂ）によって受光したときの信号レベルに相当し、図４に示すＬＣＤ
の場合であれば、透明部材２１の外側表面からそれに垂直な方向において１０数ｃｍ離れ
た位置に人の手等の被検出体４がある場合の検出信号強度である。具体的には、図４に示
す１０インチ程度のＬＣＤであれば、その左右両端に２５０ｍｍ程度の間隔をもって光検
出ユニット１ａ，１ｂを、表示面22aの中心部の方向に向けて４０度の傾斜角度で傾けて
設置した場合に、表示面22aの中心部から１２０ｍｍ程度離れた人の手を１つの受光素子
３ａ（３ｂ）によって検出したときの検出信号強度に相当する。
【００２８】
　また、受光素子３ａ，３ｂの検出信号９ａ（ＳＬ），９ｂ（ＳＲ）をとるときに、図３
に示すように、検出信号９と、それを所定時間遅延させて成る遅延信号から成る基準信号
（ベース信号）８との差分ΔＳをとり、そのΔＳを検出信号９ａ（ＳＬ），９ｂ（ＳＲ）
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とし、それを閾値８ａ，８ｂと比較してもよい。この場合、検出信号９が小さい場合であ
っても、検出信号９ａ（ＳＬ），９ｂ（ＳＲ）を確実に取得することができる。検出信号
９の遅延信号としての基準信号の遅延時間は、１００ｍｓｅｃ乃至５００ｍｓｅｃ程度で
あることが好ましい。この場合、人の手が近接領域７ａに近接してくる時間が１００ｍｓ
ｅｃ～５００ｍｓｅｃ程度であり、それが検出信号９の立ち上がり部に相当するのであり
、立ち上がり部の１００ｍｓｅｃ～５００ｍｓｅｃ程度の間に検出信号９と基準信号８と
の差分ΔＳをとると、差分ΔＳを大きくしてとることができる。また、検出信号９の立ち
上がり部から後の信号は、人の手が近接領域７ａに近接した状態が長時間続くことが多い
ため、立ち上がり部のような変化がないか、小さくなりやすい。より好ましくは、２００
ｍｓｅｃ～３００ｍｓｅｃがよい。
【００２９】
　また、図１（ｃ）に示すように、受光素子３ａ，３ｂの検出信号９ａ（ＳＬ），９ｂ（
ＳＲ）が、双方とも閾値８ａ（８ｂ）よりも小さい場合、検出信号９ａ（ＳＬ），９ｂ（
ＳＲ）を増幅して、それぞれが閾値８ａ（８ｂ）の１／２のレベルを超えるようにするこ
とが好ましい。この場合、検出信号９ａ（ＳＬ），９ｂ（ＳＲ）の和信号９ｃ（ＳＬ＋Ｓ
Ｒ）が閾値８ａ（８ｂ）を常に超えることとなる。より好ましくは、検出信号９ａ（ＳＬ
），９ｂ（ＳＲ）が、双方とも閾値８ａ（８ｂ）の１／２以下である場合、検出信号９ａ
（ＳＬ），９ｂ（ＳＲ）を増幅して、それぞれが閾値８ａ（８ｂ）の１／２のレベルを超
えるようにすることがよい。
【００３０】
　また、本発明の近接センサ装置を適用した表示装置は、人の指等が表示面に近接したと
きに画面表示を起動させる、表示面にアイコン、タッチボタン等の通常は隠れている操作
部を表示させる、静止画表示を動画表示に切り替える、あるいは画面表示を複数の画面表
示とするといった表示駆動をすることができる。さらに、ホログラム等を用いることによ
り、表示面の前方の空間にアイコン、タッチボタン等の操作部を表示させることもできる
。また、近接センサ装置のセンサ本体部は、例えば表示装置であれば表示パネル、透明保
護基板等に相当する。
【００３１】
　表示装置の１例としてのＬＣＤは以下のような構成である。ＬＣＤは、ＴＦＴを含む画
素部が多数形成されたガラス基板等から成るアレイ側基板と、カラーフィルタ及びブラッ
クマトリクスが形成されたガラス基板等から成るカラーフィルタ側基板とを互いに対向さ
せて、それらの基板を所定の間隔でもって貼り合わせ、それらの基板間に液晶を充填、封
入させることによって作製される。また、一般的に、カラーフィルタ側基板は、ＴＦＴ及
びＩＴＯ等の透明電極から成る画素電極から成る画素部に対向する側の面、すなわち液晶
側の面の全面に、画素電極との間で液晶に印加する垂直電界を形成するための共通電極が
形成されている。この共通電極は、ＩＰＳ（In-Plane　Switching）方式のＬＣＤの場合
、アレイ側基板の画素部に画素電極と同じ面内に形成されることによって横電界（水平電
界）を生じさせるものとなる。また共通電極は、ＦＦＳ（Fringe　Field　Switching）方
式のＬＣＤの場合、アレイ側基板の画素部に画素電極の上方または下方に絶縁層を挟んで
形成されることによって端部電界（フリンジ電界）を生じさせるものとなる。また、カラ
ーフィルタ側基板の液晶側の面には、各画素部に対応する赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）
のカラーフィルタが形成されており、各画素部を通過する光が相互に干渉することを防ぐ
ブラックマトリクスがカラーフィルタの外周を囲むように形成されている。なお、カラー
フィルタを覆ってオーバーコート層が形成されており、オーバーコート層上に共通電極が
形成されている。また、アレイ側基板の液晶側の面の縁部全周と、カラーフィルタ側基板
の液晶側の面の縁部全周とが、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、合成ゴム等から成る封止
部材によって接着、封止されている。さらに、アレイ側基板の液晶側の面における封止部
材から外部に突出した部位には、ＩＣ，ＬＳＩ等から成る、ゲート信号線駆動回路素子、
画像信号線駆動回路素子としての半導体素子がＣＯＧ（Chip　On　Glass）方式等の実装
方法により搭載されており、さらに半導体素子に外部から駆動信号、制御信号を入出力す
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。また、カラーフィルタ側基板の表示側の面に、ＯＣＡ等を介してカバーガラスと称され
る透明保護基板を設ける。
【００３２】
　表示装置としては、ＬＣＤに限らず、有機ＥＬ（Electro　Luminescence）装置、無機
ＥＬ装置、プラズマディスプレイ、ＦＥＤ（Field　Emitting　Display）、ＳＥＤ（Surf
ace-conduction　Electron-emitter　Display）、ＧＬＶ（Grating　Light　Valve）装置
、ＰＤＰ（Plasma　Display）装置、電子ペーパーディスプレイ、ＤＭＤ（Digital　micr
o　Mirror　Device）、圧電セラミックディスプレイ、ＬＥＤディスプレイなどがある。
さらに、これらの表示装置を有する電子機器としては、自動車経路誘導システム（カーナ
ビゲーションシステム）、船舶経路誘導システム、航空機経路誘導システム、スマートフ
ォン端末、携帯電話、タブレット端末、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ビ
デオカメラ、デジタルスチルカメラ、電子手帳、電子書籍、電子辞書、コンピュータ、パ
ーソナルコンピュータ、複写機、ゲーム機器の端末装置、テレビジョン、商品表示タグ、
価格表示タグ、産業用のプログラマブル表示装置、カーオーディオ、デジタルオーディオ
プレイヤー、ファクシミリ、プリンター、現金自動預け入れ払い機（ＡＴＭ）、自動販売
機、ヘッドアップディスプレイ装置、プロジェクタ装置、デジタル表示式腕時計、スマー
トウォッチ、頭部装着型画像表示装置（Head　Mounted　Display　device　：ＨＭＤ）な
どがある。
【００３３】
　なお、本発明の近接センサ装置は、上記実施の形態に限定されるものではなく、適宜の
設計的な変更、改良を含んでいてもよい。
【符号の説明】
【００３４】
１ａ、１ｂ　光検出ユニット
２ａ、２ｂ　発光素子
３ａ、３ｂ　受光素子
４　被検出体
７　センサ本体部
７ａ　近接領域
８ａ、８ｂ　閾値
９ａ、９ｂ　検出信号
９ｃ　和信号
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